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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年６月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１２月１３日 １４時５５分ごろ 

発生場所 徳島県徳島小松島港東方沖 

 オ亀
お か め

磯灯標から真方位０８６°３.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０２.５′ 東経１３４°４１.７′） 

事故の概要  液体化学薬品ばら積船第五新宝
しんぽう

丸は、北北西進中、また、漁船

金比羅
こ ん ぴ ら

丸は、西進中、両船が衝突した。 

 第五新宝丸は、右舷側外板に擦過傷を生じ、また、金比羅丸は、左

舷船首部に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  令和元年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 第五新宝丸、１９９トン 

   １３１４４２、有限会社平岡海運 

   ４９.５８ｍ×７.８０ｍ×３.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５８８kＷ、平成元年１２月 

Ｂ 漁船 金比羅丸、１２トン 

   ＴＯ２－２７８１（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９８ｍ（Lr）×４.２６ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６２

年１１月２２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２８年６月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年６月２２日 

    免状有効期間満了日 令和３年６月２１日 

  航海士Ａ 男性 ３５歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２３年９月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年８月３日 

    免状有効期間満了日 令和３年９月８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年１０月３日 

    免許証交付日 平成３０年７月２４日 

           （令和５年１０月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷側外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、岡山県倉敷市水

島港で積荷役を行う目的で、令和元年１２月１３日１４時００分ごろ

徳島県阿南市富岡港を出港した。 

 航海士Ａは、１４時２５分ごろから単独の船橋当直に当たり、徳島

県小松島市東方沖を約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で自動操舵により北進中、右舷船首方に操業中の漁船数隻を認

め、針路を左に約１０°転じて航行を続けた。 

 航海士Ａは、右舷船首方に西進しているＢ船を、及びＢ船の船尾方

に数隻の船舶をそれぞれ認め、針路を更に左に約１０°転じた後、双

眼鏡でＢ船を見て動静を確認し、念のためＢ船との通過距離を離そう

と針路を更に左に約１０°転じた。 

 Ａ船は、北北西進中、航海士Ａが、Ｂ船の前路を安全に通過できる

と思い、船首方の見張りを行いながら航行を続けていたところ、右舷

方至近にＢ船を認め、機関を中立運転としたものの、１４時５５分ご

ろＢ船と衝突した。 

 Ａ船は、航海士Ａが本事故の発生を海上保安庁に通報した後、海上

保安官の指示により、徳島小松島港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１４時００分ごろ、徳島小松島

港東方沖での底びき網漁を終え、後部甲板左舷側で漁獲物の選別作業

を行いながら、同港に向けて帰航を開始した。 

 船長Ｂは、左舷船首方に操業中の漁船数隻を認め、それらの北方を

約９kn の速力で自動操舵により西進した後、船首方に他船を認めな

かったので、前路に他船はいないと思い、漁獲物の選別作業を続け

た。 

 Ｂ船は、同じ針路及び速力で航行中、船長Ｂが、ふと顔を上げたと

ころ、左舷方至近に迫ったＡ船を認め、機関を全速力後進としたもの

の、Ａ船と衝突した。 

 Ｂ船は、海上保安官の指示により、徳島小松島港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ｂは、ふだんよりも漁獲量が多かったので、魚の選別作業に没

頭してしまったと本事故後に思った。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、徳島小松島港東方沖を北北西進中、航海士Ａが、右舷船首

方に西進中のＢ船を認めて針路を２回左に転じ、Ｂ船の前路を安全に

通過できると思い、Ｂ船から目を離して船首方の見張りを行いながら

航行を続けたことから、右舷方至近となるまでＢ船の接近に気付か

ず、機関を中立運転としたものの、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、徳島小松島港東方沖を西進中、船長Ｂが、前路に他船はい

ないと思い、漁獲物の選別作業を行いながら航行を続けたことから、

左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、機関を全速力後進とした

ものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、徳島小松島港東方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船

が西進中、航海士Ａが、Ｂ船の前路を安全に通過できると思い、Ｂ船

から目を離して船首方の見張りを行いながら航行を続け、また、船長

Ｂが、前路に他船はいないと思い、漁獲物の選別作業を行いながら航

行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・接近する他船を認めた場合、避航措置をとった後も注意を怠るこ

となく、安全に通過するまで動静監視を継続すること。 

 ・航行中は、漁獲物の選別作業に没頭せず、常時、周囲の見張りを

適切に行うこと。 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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Ａ船 

事故発生場所 

（令和元年１２月１３日 

 １４時５５分ごろ発生） 

 

Ｂ船 オ亀磯灯標 

徳島小松島港 

小松島市 
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淡路島 

徳島県 和歌山県 

兵庫県 

徳島県 

操業中の漁船数隻 

左に約１０°転針 

左に約１０°転針 

左に約１０°転針 


